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令和７年度第３回上下水道事業審議会　議事概要 

 
１　日時及び場所 
令和７年７月２５日（金）　午前１０：００～１１：１２ 
知立市役所　３階　第２・３会議室 

 
２　出席者及び欠席者 
（１）出席者（８名） 
（２）欠席者（２名） 
（３）事務局（１０名） 

 
３　議題及び内容 
１　会長あいさつ 
２　部長あいさつ 
３　議題 
　（１）【水道事業】水道料金の改定について 
　（２）【下水道事業】知立市下水道事業経営戦略の中間見直しについて 
４　その他 
　　次回の審議会開催予定について 
報酬の支払いについて 

 
４　議事概要 
　　　議題 
　　（１）【水道事業】「水道料金の改定について」説明後、質疑応答 
 
５　主な意見、質疑応答 

議題 
　（１）【水道事業】水道料金の改定について 
【会長】 
意見、不明点等、ご質問をお願いします。 
【委員】 
パターン①′の従量料金が１３．２％というのはわかりにくい。説明もしにくいのではな

いでしょうか。パターン①の一律１５％がわかりやすいと思います。 
【事務局】 
　ご意見いただいたとおりパターン①は説明しやすくわかりやすい。パターン①′につい
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ては複雑になりますが小口径に優しくなったのはメリット、わかりにくいのはデメリット。

１３㎜の件数が多いので事務局側からすると基本料金の割合を上げると安定した収入を目

指せるという思いがあります。④⑤は上がりすぎかなと思いますが。 
【委員】 
　最終は３０％あげるのでしたか。 
【事務局】 
　最終的には３４％です。 
【委員】 
　基本料金と従量料金をどんな風に上げるかということで、どこに重点を置くのかという

ことですよね。５年先を見ていけば将来に付けを回さずに今のうちに早く安定した収入に

したい。確実に入ってくる基本料金に重きを置いてみんな均等に負担してもらうといいの

ではないでしょうか。基本料金にウェイトを置いてもいいと思う。 
【事務局】 
　参考までに　この先数年は知立市の人口は若干増えていくという予想をしてます。ただ

今から２０年ぐらい前１世帯あたり３人ぐらいで構成していたものが、２.１人とか２人に
近づいています。今の現状では、２人のために風呂を貯めない、節水器具の普及、ペットボ

トルの水を飲む等生活習慣も変わってきています。 
【会長】 
　１３㎜でも、複数人家族で住んでいるところもありますよね。 
【事務局】 
　あります。絵はあくまでもイメージになります。 
【委員】 
　使う量もどれだけ使うかわからないので、基本料金の割合を高くした方がいいのではな

いかと思います。 
　今現在は１３㎜の件数が多いですね。 
【事務局】 
　別冊４ページの件数は検針した件数なので６で割ったものが件数となります。みていた

だいたとおりの１３㎜２０㎜の件数がかなり多いです。小口径は少しの上げ幅であっても

影響が大きいので慎重に考えていきたいですね。 
【委員】 
　水道は行政で賄ってもらうものではなく自分たちで維持して支えあうものですよね。 
【事務局】 
　料金値上げが必要と考えた時に、県から水を買って皆様へ配水していますが、今は高く買

って安く売っている現状です。電気代、人件費等値上がっていますが、知立市の値上げが間

に合っていないというところから、今赤字に近づいてきている。先ほど副会長が言われたと

おり、皆様で今から賄っていかないと子ども世代、孫世代に負担が掛かってしまうので、公



3 
 

平に今から負担していただくべきと思っています。 
【委員】 
　前の時に値上げしなかったのがいけなかったかね。上げる時に上げておかないといけな

いですね。 
【事務局】 
　確かにコロナがあり、ロシア、ウクライナの戦争があってかなり動力費等がかなり上がっ

ていてガラッと変わっています。 
【委員】 
　将来のことを考えると、基本料金を少し上げたパターンがいいと思います。 
【委員】 
　安定的な収入を得るには基本料金を上げるのが一番ではないかと思います。使う量、人口、

飲料水を買う時代になってきているということを考えると基本料金を上げるように考えた

方がいいと思います。 
【委員】 
　基本料金を少し上げたパターンがいいと思うのですが、パターン①′は従量料金を調整

した結果２５㎜４０㎜の上げ幅が大きくなりますよね。でしたらパターン①の基本料金を

２０％に変えるだけではいけなかったのでしょうか。２５㎜４０㎜の上げ幅も一律になり

ませんか。 
【事務局】 
　パターン①の基本料金を２０％にした場合、従量料金は一律１３．２％になります。その

場合のイメージは、小口径の上がる率よりも大口径の上がる率が低くなってしまうので一

律にはならないですね。それを調整してあるのがパターン①′になります。 
【委員】 
　皆さんと同じ意見です。仕事柄水道の工事をやっていますが、最近の新築の寮はバスタブ

がない物件が増えています。このように生活様式が変わってきている中で料金収入を確保

していくには基本料金を上げていくのがいいと思います。 
【委員】 
　確認ですが、資料１の６ページパターン①　資料１別冊４ページパターン①′このシュ

ミレーションを見ると基本料金は年間２千万円ほど変わっている。パターン①′の場合の

従量料金の１３．２％は今後調整していきますか。 
【事務局】 
　そうですね。基本料金１５％か２０％かで２千万円ほど変わっていますね。 
　一律１５％のパターン①を基本料金を５％増やすことによって従量料金を１．８％減ら

せるというところでパターン①′を作成しているので、変更はないです。それぞれのシュミ

レーションの増減率はまったく一緒ではなくおおよそ平均改定率１５％になっているので

ご承知おきください。 
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【会長】 
パターン①′では、基本料金は２０％、従量料金は微妙な誤差があるということですね。 
【事務局】 
　そうです。先ほどご意見いただきました従量料金も一律というのも悪くはないと思いま

す。審議会での意見ということは言えますが、パターン①と同じことように内部で意見が出

るかもしれません。 
【会長】 
　今回決めても変わる可能性がありますか。 
【事務局】 
　庁議で調整が入る可能性があります。小口径、大口径への配慮はいらないんじゃないか、

もっとこうしないとというような意見をもらい調整するかもしれません。ただ大きく変わ

ることなないと思っています。小口径にやさしいのは皆さんどのようにお考えでしょうか。 
【委員】 
　基本的には一律でしょうが、基本料金を考えて、全体の値上げ％等いろんなことを考える

とパターン①′の形にならざるを得ないのではないでしょうか。２０㎜以下は全体の８

０％なのでイメージもそんなに悪くないと思います。 
【委員】 
　値上げはみんな一緒。みんなでやっていかないといけない。 
【会長】 
では挙手をお願いします。 
パターン①　　１ 
パターン①′　６ 
パターン④　　０ 
パターン⑤　　０ 
審議会の意見としてパターン①′で進めていきます。 
【事務局】 
　それから、最後のページですが、知立団地の１階から３階に住まわれている方が対象にな

ります。こちらもパターン①′で庁議にかけさせていただきますが、変更あるかもしれない

ことをご承知ください。 
　ご審議いただきました内容につきましては、８月に行われます庁議へ提出し、その後意見

を反映させたものを再度９月の審議会へ提出させていただきます。その後市長への答申、議

案として１２月議会へ提出していきますので、引き続きご審議のほど、よろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 
 
（２）【下水道事業】知立市下水道事業経営戦略の中間見直しについて 
【会長】 
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意見、不明点等、ご質問をお願いします。 
【委員】 
　投資・財政計画が【税抜】・【税込】となっているのは、何か決まりがあるのですか。 
【事務局】 
　投資・財政計画の【税抜】は収益的収支の、【税込】は資本的収支の計画になります。収

益的収支に関しては損益計算書を元にするため税抜で、資本的収支に関しては税込で示す

ことが一般的であるため、本計画もそれに基づいて作成しています。 
【委員】 
　本経営戦略は、全体を通してわかりやすい計画になっていると思います。ただ、投資・財

政計画内で大きく数値が変化している箇所に簡単な説明をつけるのはどうでしょうか。例

えば 2028年度に他会計補助金や基準外繰入金が大きく減っていますが、その説明を欄外に
書くことで、読む人が理解しやすいと思います。 
【事務局】 
　修正を検討させていただきます。 

 
 
 
 
 
 


